
記入例 
施行指針様式第５号  
 

給水管所有者の分岐等承諾書  
 
（宛先）山形市上下水道事業管理者  
 

令和３年 ４月 １日  
 

（給水装置工事申込者） 住 所 山形市南石関２７番地  
 
                   氏 名 水道 太郎  
 
 給水装置工事を行うにあたり、山形市水道給水条例第９条第２項の規定により、下記の

とおり被分岐給水管所有者から（新規・口径変更）分岐承諾を得ましたので、お知らせし

ます。  
 なお、給水管分岐後、互いの給水装置に何らかの不具合が生じた場合は、給水装置所有

者が、これを解決するものとし、貴事業所には、一切異議申し立てを行いません。  
 また、本承諾書は当事者間で保管するほか、所有者に変更が生じた場合は、分岐の経緯、

給水装置の権利及び維持管理の範囲等について、新所有者に継承します。  
 

記  
 
被分岐（既設）給水管所有者の承諾  
 
 私所有の給水装置（番号： １２３４５６ ）から、 水道 太郎 が所有する給水装

置（番号： ９８７６５４ ）への給水管分岐を承諾します。  
 
 
 

令和３年 ４月 １日  
住 所 山形市南石関２７番地  

 
                   氏 名 水道 次郎  印  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

押印不要 

水 

道 

注意 被分岐給水管所有者からの承諾には押印が必要です。 


